
１　相談及び情報の提供等（基本法第11条
関係）
・�　地方公共団体における総合的対応窓口の
設置及び地域住民に対する周知の促進

【施策番号150】
　警察庁においては、市区町村における犯罪
被害者等施策の窓口部局の確定状況等につい
て定期的に確認するとともに、犯罪被害者等
施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を
対象とする研修等を通じ、総合的対応窓口の
設置を要請してきたところ、平成31年４月に
全ての地方公共団体において総合的対応窓口
の設置が完了した。
　また、総合的対応窓口や都道府県・政令指
定都市における犯罪被害者等施策等につい
て、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」
（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/
madoguchi/madoguchi.html）に掲載し、国
民に周知している。

・�　地方公共団体における専門職の活用及び
これらとの更なる連携・協力の充実・強化

【施策番号152】
　警察庁においては、犯罪被害者等の生活支
援を効果的に行うため、犯罪被害者等施策主
管課室長会議や地方公共団体の職員を対象と
する研修等を通じ、犯罪被害者等支援の分野
における社会福祉士、精神保健福祉士、臨床
心理士、公認心理師等の専門職の活用を働き
掛けるとともに、総合的対応窓口と関係機関・
団体との連携・協力の一層の充実・強化を要
請している。
　令和３年４月現在、17都道府県・政令指定

都市、89市区町村において、総合的対応窓口
等に専門職を配置している。

・�　地方公共団体における総合的かつ計画的
な犯罪被害者支援の促進

【施策番号153】
　警察庁においては、地方公共団体における
犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画
的な犯罪被害者等支援に資するよう、犯罪被
害者等に関する条例の制定状況及び計画・指
針の策定状況に関する情報提供を行っている
（警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」：
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/
jorei/jorei.html）。
　また、「犯罪被害者等施策情報メールマガ
ジン」において、犯罪被害者等支援を目的と
した条例の制定状況及び当該条例に基づく主
な支援施策等を紹介しているほか、都道府県・
政令指定都市における犯罪被害者等支援を目
的とした条例に関する資料「条例の小窓」を
定期的に取りまとめ、警察庁ウェブサイト
（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/
jorei/komado/r2/komado_r2.pdf）に掲載す
るなど、地方公共団体に対する情報提供に努
めている。
　さらに、令和３年３月には、都道府県警察に
対し、地方公共団体における条例の制定等に
向けた検討等に資する協力等を行うよう指示
した（同月31日付け警察庁次長通達別添）。
　同年４月現在、64都道府県・政令指定都市、
711市区町村において、犯罪被害者等に関す
る条例の制定又は計画・指針の策定がなされ
ている。
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　警察庁においては、地方公共団体における犯罪被害者等の視点に立った総合的かつ計画的な犯罪
被害者等支援に資するよう、犯罪被害者等の支援に関する条例の制定状況等について情報提供を
行っているところ、全国の地方公共団体において、犯罪被害者等支援を目的とした条例を制定する
動きが広がっている。
　令和３年４月１日現在（47都道府県、20政令指定都市、1,721市区町村中）、32都道府県、８政令
指定都市、384市区町村において、犯罪被害者等支援を目的とした条例が制定されている。

※�　犯罪被害者等支援を目的とした条例とは、専ら犯罪被害者等の支援に関する事項について定め
た条例（犯罪被害者等の支援に特化した条例（特化条例））をいい、安全で安心なまちづくりの
推進に関する条例のように、条例の一部に犯罪被害者等施策が盛り込まれているものは含まない。

市区町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況（令和３年４月１日現在）

秋田秋田 岩手岩手

山形山形 宮城宮城

富山富山

群馬群馬 栃木栃木

山口山口 島根島根 鳥取鳥取 京都京都

広島広島 岡山岡山 大阪大阪 奈良奈良 愛知愛知 山梨山梨 東京東京

大分大分 神奈川神奈川

宮崎宮崎 愛媛愛媛 香川香川

高知高知 徳島徳島

沖縄沖縄

鹿児島鹿児島

熊本熊本

佐賀佐賀長崎長崎
福岡福岡

三重三重

滋賀滋賀

30%以上50%未満

石川石川
30%未満

千葉千葉

福島福島

岐阜岐阜 長野長野

静岡静岡

新潟新潟

埼玉埼玉

青森青森

北海道北海道

茨城茨城

100%

50%以上100%未満

兵庫兵庫

和歌山和歌山

福井福井

犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定状況トピックス
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　公益社団法人被害者支援都民センター（以下「都民センター」といいます。）は、犯罪被害者等
のため、毎年延べ5,000件以上の相談・支援活動を行っている民間の公益団体です。
　都民センターは、平成12年４月に発足し、14年に東京都公安委員会から犯罪被害者等早期援助団
体に指定されました。
　警察が都民センターによる支援が必要と判断した場合、犯罪被害者等の同意を得た上で、都民セ
ンターに支援要請がなされます。これにより、事件直後からの速やかな支援が可能となっています。
　都民センターには、「犯罪被害相談員」、「犯罪被害者直接支援員」等の25名の職員が交替で勤務し、
日々支援に尽力しています。

○月○日：犯罪被害者からの電話相談
　都民センター事務室において、傷害事件の被害者の男性から
電話相談を受け付けました。相談の内容は、「飲食店において、
客同士のトラブルに巻き込まれて入院をする大けがをした。仕
事に行けず経済的な不安を抱えている。」というものでした。
都民センターでは、東京都の犯罪被害者等からの総合相談窓口
として見舞金制度の受付業務も担当しているため、一度、面接
で詳しく話を聞くこととしました。電話相談では、被害状況や
被害者の様子、要望等を聴取しながら必要な情報をお伝えした
り、他の機関につないだりしています。
　また、都民センターで継続的な支援を行うことができる方には、面接相談を案内しています。

○月○日：面接相談、臨床心理士によるカウンセリング
　この日は、性犯罪被害に遭われた女性Aさんの継続的な面接相談の中で、臨床心理士によるカウ
ンセリングを行いました。
　都民センターにおける初回の面接相談では、犯罪被害相談員が犯罪被害者等から話を伺って問題
を整理し、その後の支援内容を説明した上で、犯罪被害者等が希望する支援に必要な各種手続等の
サポートも行います。都民センターにおいて継続的な面接相談を行う場合は、刑事手続等に関する
相談と並行して、専門の職員（臨床心理士）による精神的ケアを行っています。
　Aさんは、被害後に強い恐怖と自責感を抱えており、不眠等の症状もあったため、ＰＴＳＤ症状
の改善を目指すプログラムを週１回受けていただいています。
　事件の記憶と向き合うことは勇気の要ることですが、
臨床心理士が丁寧に伴走しながらプログラムを進めて
います。
　これまでにプログラムを受けた方からは、「辛かった
けど、徐々に被害前の自分に戻ることができた。」「事
件後の症状がなくなって生活しやすくなった。」といっ
た声が聞かれました。
　コロナ禍の現在は、犯罪被害者等の状況を踏まえて
オンラインカウンセリングも取り入れています。

民間被害者支援団体における犯罪被害者等支援
～公益社団法人被害者支援都民センターの１か月～トピックス

電話相談の受理状況（イメージ）

オンラインカウンセリングの実施状況
（イメージ）
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○月○日：裁判への付添い支援
　この日は、殺人事件の御遺族Ｂさんの裁判への付添い支援を行いました。
　数日間にわたる裁判員裁判において、Ｂさんは被害
者参加制度を利用して連日傍聴され、遺族としての心
情の意見陳述も行うことになっています。
　この日は被告人質問があり、被告人の自分勝手な言
い分に、Ｂさんは「全く反省していない。」と憤りを感
じている御様子でした。
　そのようなお気持ちを受け止めつつ、辛い時間を共
にします。
　担当検事や代理人弁護士と連携しながら、Ｂさんの
負担を少しでも減らし、刑事手続を乗り越えられるよ
う気を配っています。

○月○日：関係機関との検討会の開催
　都民センターでは、東京都、警視庁等の関係機関と定期的に検討会を開催し、情報共有を図って
います。
　犯罪被害者等のための支援制度や環境整備だけでなく、支援活動でスムーズに連携するため、日
頃からの情報共有や意見交換が大切であると考えています。
　また、都民センターの犯罪被害相談員は、警察、法務省、弁護士会、市区町村等で講演をさせて
いただいています。

○月○日：広報啓発活動の実施
　都民センターでは、一般の方々に犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性を理解しても
らい、犯罪被害者等が配慮を受けられる社会を作って
いくため、様々な広報啓発活動を実施しています。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で
キャンペーンや街頭募金活動等を実施することはでき
ませんでしたが、エコバッグ等の広報グッズを作成・
配布しました。
　また、年３回発行している機関誌「センターニュース」
では、都民センター20周年特集号として、これまでの
歩みを振り返り、ゆかりのある皆さんからのメッセー
ジを掲載しました。

裁判への付添い支援の状況（イメージ）

機関誌「センターニュース」と
広報グッズ
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